
 １ 

（様式 １） 

 

あけぼのアート＆コミュニティセンター長期入居申込書 

 

令和  年  月  日 

 （あて先）NPO法人コンカリーニョ 

理事長 齋藤千鶴 様 

団 体 名                

 

住  所 〒   -     

                     

 

代表者名                 

 

あけぼのアート＆コミュニティセンター長期入居募集について、次の資料を添えて申し込みます。 

なお、これらの提出書類の記載事項に相違ありません。 

   

  １ 長期入居申込書                  （様式 １） 

 ○添付書類 

２ 団体概要書（個人履歴書）             （様式 ２） 

３ 役員およびメンバー名簿(個人の場合は、保証人要)  （様式 ３） 

４ 活動実績書（前年度及び今年度分）         （様式 ４） 

５ 事業計画書（入居日以降来年度分）            （様式 ５） 

６ 収支予算書（入居日～今年度末分）               （様式 ６） 

提出が必須の添付資料 

７ 定款、規約、会則等（様式は任意・個人の場合は不要） 

８ 暴力団排除に関する誓約書             （別紙①） 

○他の添付資料（提出は任意です） 

９ 団体紹介パンフレット等 

 

《連絡責任者》 

・ 氏 名（よみがな）                     

・ 郵送先      〒   －     

                                

・ 電 話                           

・ Ｅ-mail                           

 

入居希望の部屋   特大 ・ 大 ・ 中 ・ 小 （いずれかを選択してください） 

入居希望期間   令和 8年 4月 1日 ～ 令和  年  月  日  



 ２ 

（様式 ２） 

団体概要書（個人履歴書） 

団体名（氏名）  

代表者 

氏名  

連絡先 

〒   -     

 

電話 

E-mail 

団体の所在地 

（いずれかに○） 

１ 代表者住所に同じ 

２ 事務所等あり 

住所 〒   -     

 

  電話 

  E-mail 

［ＵＲＬ］ 

設立（活動開始）年月日 年  月  日 

主たる活動地域 札幌市   区／札幌市全域／その他（        ） 

会員(メンバー)数  

団体の目的 

 

おもな活動履歴 

 

申込資格に係る申立 

当団体は、「あけぼのアート＆コミュニティセンター」長期入居者公募に係る申込資格

について、募集要領の「申込資格」のすべてを満たす団体あるいは個人であることを申し

立てます。  

             代表者氏名                  



 ３ 

 

（様式 ３） 

役員およびメンバー名簿(個人の場合は保証人) 

 

団体名(氏名)              

 

役職名 氏 名 年 齢 住 所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

保証人    

※既存の名簿がある場合は、そちらを提出してもかまいません。 

 

 

 



 ４ 

（様式 ４） 

活 動 実 績 書（前年度および今年度分） 

 

団体名(氏名)                

 

年 月 活 動 内 容 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※活動実績に加え、今年度の活動で予定しているものがあれば記入してください。 



 ５ 

（様式 ５） 

事 業 計 画 書（入居希望期間中） 

 

団体名(氏名)                

 

１ 基本方針、事業目標等 

 

 

２ 具体的な事業計画 

（特にあけぼのアート＆コミュニティセンターに入居した場合の事業計画も付記してください） 



 ６ 

（様式 ６） 

収 支 予 算 書（令和 8年 4月～今年度末） 

 

団体名(氏名)                

 

１．収入 

項  目 予 算 額 備  考 

   

   

   

   

   

合  計   

 

２．支出 

項  目 予 算 額 備  考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合  計   

 ※ 収入の合計と支出の合計は、同額になります。 


